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接種券の発送
　対象者①に該当する人には、3 回目接種日に
応じて、市から接種券を発送します。（申請不要）
　対象者②に該当する人は、市への申請が必要
です。申請を受けて接種券を発送します。なお、
対象の基礎疾患等に該当するか否かは、受診し
ている医療機関などに相談してください。申請
方法は次のとおりです。

電子申請　市ホームページの申請フォームから
窓口申請　申請書を記入し、保健センターへ
※申請書は、福祉課・高齢介護課（行政棟 1 階）、
保健センター窓口での配布または市ホームペー
ジに掲載しています。
申請期限　6 月 10 日㈮まで
※期限後も申請は受け付けますが、
接種券の発送が遅くなります。

新型コロナウイルス感染症関連情報（2 月 16 日現在）

問い合わせ　保健センター（☎ 64-1901）

新型コロナワクチン接種のお知らせ（5 月 19 日現在）

　新型コロナウイルス感染症による重症化を予防するため、4 回目のワクチン接種を実施します。
対象者
　3 回目のワクチン接種から 5 カ月が経過し、以下に該当する人

　① 60 歳以上の人
　② 18 ～ 59 歳で、基礎疾患を有する　または重症化リスクが高いと医師が認めた人

　※対象となる基礎疾患は次のとおりです。これらに該当しない場合は、接種の対象になりません。

4 回目接種について

新型コロナウイルス感染症関連情報

　4 回目接種の詳細については、市ホーム
ページまたは接種券に同封の案内をご確
認ください。また、「小児接種」「1・2 回
目接種」「3 回目接種」も引き続き実施し
ています。希望する人は予約の上、接種
をしてください。

　新型コロナウイルス感染症における外出自粛により、
売り上げが減少している市内観光業関連店舗の事業継
続・経営安定を支援するために、「富岡市未来チケット」
助成事業を実施しています。チケットは 20㌫のプレミ
アム付きで、お得に利用できます。

販売場所　本事業に参加する市内店舗
販売価格　１枚につき 1,000 円（20㌫のプレミアム付き）
◎各店舗で購入できる上限は、１人につき 20 枚（額面 24,000 円分）まで
利用可能店舗　チケットを購入した店舗のみ
※各店舗の販売枚数には限りがあります。
販売・利用期間　令和 5 年 1 月 31 日㈫まで（予算に達し次第終了）
問い合わせ　市観光協会（☎ 62-6001）

　令和３年１月～ 12 月までの間で新型コ
ロナウイルス感染症の影響により収入が
減少した「家計急変世帯」として申請す
る場合は、世帯員全員の令和４年度住民
税が非課税であることの確認が必要にな
ります。令和４年１月２日以降に本市に
転入した世帯員がいる場合は、その人の
令和４年度住民税非課税証明書の写しを
添付して申請してください。

住民税が非課税世帯等の皆さんへ

臨時特別給付金「家計急変世帯」のお知らせ

申請書類　▶住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
（家計急変世帯分）申請書　▶簡易な収入（所得）見込額
の申立書
※その他必要添付書類は、申請書の裏面をご確認ください。
※申請書は福祉課臨時特別給付金窓口で配布の
他、市ホームページからダウンロードできます。
問い合わせ　福祉課臨時特別給付金担当
（☎ 62-1511）※市役所に電話して「福祉課臨時特別給付
金担当」と伝えると、担当につながります。

 　「ワクチンを接種したから感染しない」わけではありません。接種を済ませた人も
今までと変わらず、「うつさない・うつらない」ように、感染予防対策をしましょう。

ワクチン接種後も感染予防対策を

＼ 富岡市未来チケット第３弾を実施中 ／

詳細は、しるくる
とみおかをご確認
ください▼

ワクチン接種情報を配信しています。
ぜひご登録ください。

市 LINE 公式アカウント

接種の開始時期（予定）
※下記日程以降の実施は、現在調整中です。
個別医療機関での接種　6 月 27 日㈪
集団接種　7 月 24 日㈰

●以下の病気や状態の人で、通院または入院して
いる人
▷慢性の呼吸器の病気、慢性の心臓病（高血圧を
含む）　▷慢性の腎臓病　▷慢性の肝臓病（肝硬
変等）　▷インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
または他の病気を併発している糖尿病　▷血液の
病気（鉄欠乏性貧血を除く）　▷免疫の機能が低
下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫
瘍を含む）　▷ステロイドなど免疫の機能を低下
させる治療を受けている　▷免疫の異常に伴う神

経疾患や神経筋疾患　▷神経疾患や神経筋疾患が
原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）　
▷染色体異常　▷重症心身障害（重度の肢体不自
由と重度の知的障害が重複した状態）　▷睡眠時
無呼吸症候群　▷重い精神疾患（精神疾患の治療
のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を
所持している、自立支援医療（精神通院医療）で

「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療
育手帳を所持している場合）
●基準（BMI30 以上）を満たす肥満の人

※

チケットを購入した店舗でのみ利用できる


